
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆
国
ド
ル
に
よ

13
る
三
十
四
億
四
千
四
百
十
万
ド
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
額
面
百
円
に
つ
き
百
円
」
を
「
額
面
金
額
と
同
額
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
銀
行
に
出
資
す
る
」
の
下
に
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一
部
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨

を
も
つ
て
表
示
す
る
国
債
で
、
」
を
加
え
、
「
、
そ
の
一
部
」
を
「
そ
の
一
部
」
に
、
「
国
債
で
」
を
「
本
邦
通
貨
を
も
つ
て

表
示
す
る
国
債
で
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
及
び
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
」
に
、
「
第
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
条
第
三

項

並
び
に
第
五
条
第
十
一
項

及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
、
「
す
べ
て
の
」
を
削
り
、
「
（
基
金
通
貨
代
用
証
券
及
び
国
債

(b)

(a)

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
そ
の
他
の
資
産
」
に
改
め
、
同
条
後
段
中
「
本
邦
通
貨
」
を
「
当
該
資
産



」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

２

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
金
融
公
社
」
と
、
「
第
六
条
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
中

「
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
合
衆
国
ド
ル
」
と
、
第
六
条
中
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
及
び
第

四
項
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
る
。




